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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウェーハを保持する研磨ヘッドを備え、研磨ヘッドが保持したウェーハをプラテン上の
研磨パッドの表面へ押し付け、プラテンと研磨ヘッドを夫々相対的に運動させて、ウェー
ハを研磨するウェーハ研磨装置であって、
前記研磨ヘッドの底面であるウェーハ装着面に複数のウェーハ押圧部分を配置し、複数の
前記押圧部分に空気を個々に独立して供給して、その空気圧により前記複数の押圧部分が
独立して変位する機構を有し、
その複数の押圧部分を包絡するとともに、ウェハへの押圧分布を緩和する撓み性を有する
可撓板を装着したことを特徴とするウェーハ研磨装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ウェーハ研磨装置に関するものであり、特に、研磨形状補正機構を改良し
たウェーハ研磨装置及び該研磨装置を用いたウェーハ研磨方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　高密度半導体デバイスの製造には、上面に研磨パッドを貼付した円形ターンテーブルで
あるプラテンと、研磨パッドの表面へシリコンウェーハを押し付ける研磨ヘッドとからな
り、プラテンと研磨ヘッドとを夫々回転駆動してウェーハ自体の表面或いはウェーハの表
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面に形成された薄膜を研磨するＣＭＰ式のウェーハ研磨装置が用いられている。
【０００３】
　この種のウェーハ研磨装置は、研磨の平坦性を確保するために、ウェーハの保持機構や
研磨ヘッドの支持構造などに種々の工夫がこらされてはいるものの、ウェーハの中心から
半径方向に研磨ムラが生じることがある。
【０００４】
　研磨ムラの形態としては、外周縁部が研磨過剰となる場合や、外周縁部に近い箇所や中
央部が研磨不足となる場合など種々の形態があり、その原因は或る一つには特定できず、
ごく薄いウェーハの外周面を保持することによるウェーハの撓み、ウェーハが押し付けら
れる研磨パッドの弾性反力による撓み、研磨パッドとウェーハとの間に進入するスラリー
の量がウェーハの中心部と周縁部とで異なることによる研磨レートの差異、ウェーハの被
研磨面の反対側の平面度の影響など、種々の要因が絡み合っていると考えられる。
【０００５】
　ウェーハは回転して研磨されることから、研磨ムラは回転中心から半径方向に円形或い
は環状の凸部或いは凹部となって現れ、フォトリソグラフィーによる感光工程では微細パ
ターンの露光に支障を来し、Ｃｕなどの薄膜の除去工程では研磨過剰が導電パターンの断
線を引起こし、研磨不足が導電パターンの短絡を引起こすことがある。
【０００６】
　上記のような研磨ムラを解消するための技術としては、以下のような特許文献記載の技
術が知られている。
【０００７】
　特許文献１には、研磨面を有するターンテーブルとトップリングとを備え、前記ターン
テーブルとトップリングとの間に、ポリッシング対象物を介在させて、所定の力で押圧す
ることによって該ポリッシング対象物を研磨し、平坦かつ鏡面化するポリッシング装置に
おいて、前記トップリングがポリッシング対象物を保持する保持面を可変の流体圧によっ
て変形可能とし、かつトップリングの周囲に配置され可変の押圧力で前記研磨面を押圧す
るとともにポリッシング対象物をトップリングの保持面内に保持するリテーナリングを設
けたことを特徴としている。
【０００８】
　特許文献２には、トップリング内に設けられるとともに弾性膜で覆われ流体が供給され
る流体室と、流体室を形成する弾性膜と基板Ｗとの間に介装され弾性膜を介して基板Ｗに
押圧力を加わるための複数の加圧部材とを備えている。
【０００９】
　これにより、流体室内の流体から複数の加圧部材に押圧力が付与され、基板はこれら加
圧部材によってターンテーブル上の研磨面に押圧される。そのため、基板の全面に亘って
均一な押圧力を加えることができ、基板の被研磨面の全面を均一に研磨できるとしている
。
【００１０】
　特許文献３には、基板を保持するトップリング本体と、基盤に当接する弾性パッドと、
弾性パッドを支持する支持部材があり、支持部材の下面に弾性パッドに当接する弾性膜を
備えた当接部材を有し、弾性パッドと支持部材との間に形成される空間の内部には、当接
部材の内部に形成される第１の圧力室と該当接部材の外部に形成される第２の圧力室とを
有する構成としている。
【００１１】
　言い換えれば、第１の圧力室と第２の圧力室は隣接した構成になっており、夫々の圧力
室には独立した圧力がかけられるようになっている。
【００１２】
　特許文献４には、ウェーハ保持具の底面に環状の凸部を設け、この凸部により局部的に
研磨圧力を強化するようにした装置や、特許文献２，３と同様に、ウェーハ保持具の内部
を半径方向に分割して複数の空気室を形成し、夫々の空気室の底面に形成した孔を通じて
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ウェーハの上面へ空気圧を作用させ、ウェーハを研磨パッドへ押し付けるとともに、各空
気室の空気圧を制御し、ウェーハの内周部分と外周部分とで押し付け圧力を相違させてウ
ェーハの各部の研磨量を制御する装置が記載されている。
【特許文献１】特開２００１－１７９６０５号公報
【特許文献２】特開２００１－１３８２２４号公報（図４参照）
【特許文献３】特開２００２－１８７０６０号公報
【特許文献４】特表２００１－５１３４５１号公報（図９参照）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　特許文献１記載の構成は、例えばダイヤフラム型トップリングの面内加圧分布制御方式
を使用してウェーハ面内の加圧制御を行っている。ダイヤフラムの内側は一つのエアー室
から構成され、そのエアーを負圧にするとダイヤフラムは凹んで外周部を押圧し、ダイヤ
フラムに与えるエアーを正圧にするとダイヤフラムは膨らんでウェーハ中心部を比較的強
く押圧する。
【００１４】
　しかし、かかる構成を有する特許文献１記載の研磨装置を用いる場合は、ダイヤフラム
の撓み剛性が面内でばらつくことが存在する。ダイヤフラム内はパスカルの原理で均等に
押圧されているだけであるから、ダイヤフラムの撓み剛性の偏りを補正する応力は作用し
ないため、終始ダイヤフラムの撓み剛性のばらつきがウェーハを押圧する圧力ばらつきに
なる。
【００１５】
　又、内圧によって、凸状ないしは凹状に変化するダイヤフラムは、ウェーハと略同径に
製作されている。そのため、ダイヤフラムの撓みの支点は、ウェーハの外周エッジと略同
一位置になる。このように撓み変形の支点は、圧力として特異的な挙動をもたらす。特に
、撓み変形の場合、その撓み部材の支持形態によってその近傍は変化する。
【００１６】
　通常、ダイヤフラムのような加圧容器を形成する場合、ダイヤフラムの支持部分は両端
固定状態となる。両端固定でダイヤフラムが固定される場合、たとえ、ウェーハ中央部付
近は撓んでいたとしても、支点付近の変位は０となる。また、撓みの傾きも０となり、実
質的に圧力はかからない。ウェーハの内周部分に移るに従って、ダイヤフラムの傾きが徐
々に大きくなるが、その傾きは変曲点を持つことになる。そのため、圧力分布は理論上、
滑らかに変化することはなく、特異な圧力分布になることが予測される。（特許文献１図
参照）
　又、ダイヤフラムが伸縮性の弾性部材で構成される場合は、こうした圧力分布の特異点
は存在するが、その特異点による影響が顕著でない場合もある。これは、ダイヤフラム自
身の伸縮、弾性変形の変形しろが大きいため、ダイヤフラム内で吸収し、見かけ上滑らか
な形状になる。しかし、こうした弾性部材でダイヤフラムを形成する場合、局所的な加圧
分布を、ダイヤフラムの撓み剛性によって緩和する能力は大きく低下する。即ち、ダイヤ
フラムに局所的な荷重がかかっても、その局所部分だけが変形するため局所荷重を分散し
て分布を持たせた圧力を伝達するといった応力分散板としての機能は殆どなくなってしま
う。
【００１７】
　このようなことから、ダイヤフラムは応力を分散する程度のある程度の剛性を持つ必要
があるが、ウェーハと略同径の場合、ウェーハエッジ付近には特異的な圧力がかかること
になり、ウェーハエッジ部の均一性を大きく損なうことになる。
【００１８】
　又、更にダイヤフラムの周囲には弾性膜（メンブレン）が外周部で約９０°に折り曲げ
られて巻き付けられている。このようにエッジ部付近で約９０°折り曲げられて円柱体に
固定されている場合、弾性シートであってもエッジ部付近は弾性シートが局部的に撓んで



(4) JP 5377873 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

変形しているため、過剰な変形歪がそこに蓄えられ、弾性シートの弾性率はウェーハエッ
ジ部分だけ急激に大きくなる。その結果、ウェーハエッジ部分は折り曲げられた弾性シー
トによる変形抵抗もあって過剰な応力が及ぼされた。
【００１９】
　以上の状況から、ウェーハ面内の研磨形状を補正する、乃至は研磨形状にある程度の分
布を形成することは可能であるかもしれないが、その反面、副作用としてウェーハエッジ
部に至るまで安定した均一な圧力分布を形成することは非常に困難である。
【００２０】
　特許文献２記載の研磨装置は、流体室８内の流体から押圧力が付与された多数の加圧ピ
ンにより半導体ウェーハＷを分割して荷重をかけられるのでウェーハＷの厚みによらず、
半導体ウェーハＷの中央部から周縁部に至るまで全面に亘って均一な研磨圧力を加えるこ
とができるとしている。しかし、その反面、夫々の複数の加圧部材を完全に制御できない
ことや、複数の加圧部材は独立しているため、滑らかな加圧変化を形成することは原理的
に不可能である。
【００２１】
　更に、ウェーハ保持具の内部を半径方向に分割して複数の空気室を形成する構成は、半
径方向の分割点から中心部にかけての部位と、半径方向の分割点から外縁部にかけての部
位との研磨圧力を個別に制御できて対応性が広いが、空気室の分割点（隔壁或いは空気室
間の間隙）ではウェーハに圧力が加わらず、極端にいえば空気室の分割点に対応する箇所
に研磨不足による凸状円環形の段差が生じた不連続な仕上がり形状となる。
【００２２】
　特許文献３記載の研磨装置は、成膜時の膜厚分布を補正するために、研磨形状を変化さ
せて研磨後の膜厚分布を均一にするための研磨装置を提供することを目的としている。
【００２３】
　基板を保持するトップリング本体と、基板の外周縁の上面に当接するシールリングと、
外シールリングを支持する支持部材とを備え、シールリングと支持部材との間に形成され
る空間の内部には、当接部材の内部に形成される第１の圧力室と、当接部材外部に形成さ
れる第２の圧力室とを有して、夫々の圧力室に独立した流体または真空を供給する。
【００２４】
　こうした構成の場合、第１の圧力室と第２の圧力室は、独立した圧力が付与されるが、
第１の圧力室によって押圧されるウェーハ領域と、第２の圧力室によって押圧されるウェ
ーハ領域とで明らかに圧力が変化するため、結果的に階段状の圧力分布が形成される。そ
の結果、研磨形状が滑らかにならず、階段状の研磨形状が形成される。
【００２５】
　特に第１の圧力室及び第２の圧力室を覆う弾性膜が非常に軟らかい材料を使用した場合
、特に、階段状の圧力分布が顕著に現れるため、階段状の研磨形状はより顕著になる。
【００２６】
　通常、成膜時の膜厚分布は滑らかな分布であるため、こうした階段状の圧力分布を与え
る方式においては、必ずしも膜厚分布を完全に補正できない。
【００２７】
　一方、第１の圧力室及び第２の圧力室を覆う弾性膜が、多少の剛性を有する部材が使用
された場合、第１の圧力室に封入された流体の圧力は、弾性膜を撓ませるための圧力とし
て使用され、圧力室に圧入された圧力が、ウェーハを押圧する圧力として効果的に与えら
れなくなる。よって、圧力室が隣接して存在する場合、夫々独立した圧力を与えながらも
その結果、滑らかな圧力分布を与えることは非常に難しい。
【００２８】
　本発明で解決する課題は、初期の滑らかな膜厚分布に対してそれに対応させる圧力分布
も滑らかな圧力分布を形成し、その結果滑らかな研磨形状を得ようとするものである。
【００２９】
　特許文献４中のウェーハ保持具の底面に環状の突起を設け、この突起により局部的に研
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磨圧力を強化するようにした装置は、或る特定の箇所のみの研磨圧力を強化できるもので
、各種のウェーハ面状態にあわせるためには、ウェーハ毎に突起の位置調整、或いは突起
位置の異なるウェーハ保持具への交換などの作業を要して実用性に乏しい。
【００３０】
　又、同文献中には、ウェーハ保持具の空気室をチャンバシールで内側チャンバと、外側
チャンバとに分割し、薄膜（ウェーハへ圧力を付与するシート部材）の内側部分と外側環
状部分にかかる下向き荷重を独立して調整できるようにした構成が記載されているが（同
文献４、図９、段落００６０，００６１参照）、この場合も、チャンバシールによるチャ
ンバの分割点での研磨圧力の不連続性の問題は存在する。
【００３１】
　そこで、ウェーハの内周部と外周部の研磨圧力を制御可能なウェーハ研磨装置において
、ウェーハ保持具の複数に分割した空気室からウェーハにかかる研磨圧力の不連続性を可
及的に解消して、研磨精度を向上するために解決すべき技術的課題が生じてくるのであり
、本発明は以下の課題を解決することを目的とする。
【００３２】
　初期の滑らかな膜厚分布に対応させて、研磨形状を制御することにより、研磨後に均一
な膜厚分布を得る研磨装置を提供する。
【００３３】
　ウェーハ裏面に加圧した際に、夫々の圧力をかけた領域（エリア）に対して、導入圧力
を忠実に反映する独立した加圧機構を有しながらも、領域で別れることにより階段状に圧
力が変化する不連続変化を緩和して、滑らかな圧力分布形成の下で、滑らかな研磨形状を
得る装置を提供する。
【００３４】
　ウェーハエッジ部付近において、可撓板の支点（固定端）がウェーハ外周付近に存在し
、それにより部材撓みの変曲点によるエッジ部の過剰な圧力、もしくは特異な圧力分布を
なくし、ウェーハ内部からウェーハ外周に到るまで滑らかな圧力分布の下で滑らかな研磨
形状を得る装置を提供する。
【００３５】
　ウェーハエッジ部分において、部材が急激に曲げられることによる変形歪によって生じ
るエッジ過剰研磨を防止する。
【００３６】
　ウェーハに滑らかな圧力分布を与える一方で、ウェーハ裏面にキズや汚れを付けない研
磨装置を提供する。
【００３７】
　この発明は、上記目的を達成するために提案するものであり、請求項１記載の発明は、
ウェーハを保持する研磨ヘッドを備え、研磨ヘッドが保持したウェーハをプラテン上の研
磨パッドの表面へ押し付け、プラテンと研磨ヘッドを夫々相対的に運動させて、ウェーハ
を研磨するウェーハ研磨装置であって、
前記研磨ヘッドの底面であるウェーハ装着面に複数のウェーハ押圧部分を配置し、複数の
前記押圧部分に空気を個々に独立して供給して、その空気圧により前記複数の押圧部分が
独立して変位する機構を有し、
その複数の押圧部分を包絡するとともに、ウェハへの押圧分布を緩和する撓み性を有する
可撓板を装着したことを特徴とするウェーハ研磨装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００３８】
　この発明は、上記目的を達成するために提案するものであり、請求項１記載の発明は、
ウェーハを保持する研磨ヘッドを備え、研磨ヘッドが保持したウェーハをプラテン上の研
磨パッドの表面へ押し付け、プラテンと研磨ヘッドを夫々相対的に運動させて、ウェーハ
を研磨するウェーハ研磨装置であって、
　研磨ヘッドの底面であるウェーハ装着面に複数のウェーハ押圧領域を配置し、
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複数の前記押圧領域に異なる圧力の空気を供給して、その異なる圧力により前記複数の押
圧領域が独立して変位して押圧する機構を有し、
その複数の異なる圧力の押圧領域を包絡するように撓み性を有する可撓板を装着したこと
を特徴とするウェーハ研磨装置を提供するものである。
【００３９】
　この構成によれば、従来の複数の独立したエアー圧力によってウェーハ裏面に圧力が伝
達される機構では、ウェーハだけの撓み剛性では、階段状の圧力分布を緩和することがで
きず、結果として、階段状の圧力分布形成の下でそれに対応した研磨形状が形成された。
【００４０】
　しかし、この構成によれば、夫々のヘッド内のウェーハを押圧する領域が個別に変化し
ていたとしても、可撓板が圧力の分散効果を有するため結果的に独立した圧力を与えたと
しても、滑らかな研磨形状となって現れる。これにより、従来の本質的な階段形状の圧力
分布形成による階段状の研磨形状の形成は回避される。
【００４１】
　尚、先程の特許文献１に示すダイヤフラムにおいても、ダイヤフラム内の圧力を制御す
ることで、ダイヤフラム表面を凸状や凹状に変形することは可能である。しかし、ダイヤ
フラムが変形する場合、ダイヤフラムを支えている部材は、ダイヤフラム内は中空（空気
）であるため、該ダイヤフラムを強制的に押し戻す力は働かない。なぜなら、ダイヤフラ
ムが変形しようとも、パスカルの原理によってダイヤフラム内には絶えず一様な圧力がか
かるだけであり、変形した部分に局所的に回復させようとする力が働かないからである。
そのようなことから、ダイヤフラムを変形させるウェーハに対するせん断方向の応力が働
いた場合において、ダイヤフラムの広がり方が面内で変形すると、それを補正する力が作
用しないため、結果的に片削れした研磨形状が形成される場合が想定される。
【００４２】
　しかし、本願のように可撓板の下に独立した圧力を与える機構を有する場合、可撓板が
変形したとしても、その下に存在する独立した圧力を与える機構における圧力設定値は変
化しないため、局所的に可撓板が変形したとしても、それを下から押し戻す力が作用する
。その結果、研磨圧力も下支えされた独立加圧機構の下で、絶えず安定した圧力が可撓板
を通じてウェーハに与えられることになる。
【００４４】
　この構成によれば、ウェーハ面内の各々の領域を覆う弾性膜により、弾性膜内に封じ込
められたエアーの圧力が、弾性膜を押し出す際に、弾性膜自身からの反発を受ける反発弾
性の影響を殆ど受けず、弾性膜内に封じたエアーの圧力を忠実に伝達することが可能とな
る。例えば、弾性膜ではなく、硬質部材であれば内部に封じ込めた圧力を忠実に伝達でき
なくなるのはいうまでもない。夫々の弾性膜内には異なるエアー圧が入っているため、夫
々のエアーの圧力を忠実に伝達するものが、一方でウェーハ裏面を押圧する圧力はエアー
圧の領域に対応して段階的になる。このエアー圧は夫々のエリアではパスカルの原理で一
様になるため、静止したエアー圧を滑らかに変化させることは原理的に不可能である。
【００４５】
　そこで、ウェーハに与える圧力は滑らかにする必要があることから、その弾性膜を包絡
するように可撓板を上に載せることにより、部材の撓みの効果によって段階的なエアー圧
力を緩和させて緩やかに変化する圧力分布を形成し、その圧力分布をウェーハに与えるこ
とでウェーハ面内を緩やかな研磨形状にすることが可能となる。
【発明の効果】
【００７０】
　本発明は、ウェーハに押し付け圧力を付与するにあたって、空気圧を直接ウェーハに付
与するか、又は柔軟な樹脂シートを介してウェーハを押す従来の構成とは異なり、ウェー
ハよりも剛性の高い圧力ディスクを介してウェーハに圧力を加えるので、複数の圧力空気
室への空気圧を制御して研磨する構成において、空気室間の隔壁部分での圧力不足による
研磨ムラを解消でき、研磨精度が向上する。
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【００７１】
　更に、ウェーハ以上の撓み剛性を有する圧力ディスクを用いることにより、撓み剛性の
低いものを用いた場合より全体的な圧力の連続性がより向上する。
【００７２】
　又、空気室内の気圧を負圧としてウェーハを圧力ディスクの下面へ吸着することにより
ウェーハを確実に保持でき、研磨ヘッドの移動時にウェーハが脱落する虞が解消される。
【００７３】
　更に又、撓み剛性の異なる圧力ディスクの交換や研磨ヘッドのクリーニングなどのメン
テナンスを容易に行える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７４】
　本発明は、ウェーハの内周部と外周部の研磨圧力を制御可能なウェーハ研磨装置におい
て、ウェーハ保持具の複数に分割した空気室からウェーハにかかる研磨圧力の不連続性を
可及的に解消して研磨精度を向上させるという目的を達成するためにウェーハを保持する
研磨ヘッドを備え、研磨ヘッドが保持したウェーハをプラテン上の研磨パッドの表面へ押
し付け、プラテンと研磨ヘッドを夫々相対的に運動させて、ウェーハを研磨するウェーハ
研磨装置であって、研磨ヘッドの底面であるウェーハ装着面に複数のウェーハ押圧部分を
配置し、複数の前記押圧部分に空気を供給して、その空気圧により前記複数の押圧部分が
独立して変位する機構を有し、その複数の押圧部分を包絡するように撓み性を有する可撓
板を装着したことを特徴とするウェーハ研磨装置を提供することにより実現した。
【実施例１】
【００７５】
　以下、本発明の好適な実施例を図１乃至図３に従って説明する。図１はウェーハ研磨装
置１を示し、円盤形のプラテン２はプラテン駆動モータ３を用いた回転駆動機構４の上に
取付けられていて、プラテン２の上面に研磨パッド５が貼付けられている。プラテン２の
上方且つプラテン２の回転中心から変位した位置に配置された研磨ヘッド６は、プラテン
２よりも小径の円盤形であり、その下面に研磨対象であるウェーハＷが取付けられている
。
【００７６】
　図示は省略しているが、研磨ヘッド６の軸７はヘッドキャリアアームの先端に配置した
モータによる回転駆動機構へ取付けられており、ヘッドキャリアアームにより図１の研磨
位置とプラテン２上から退避した位置とへの移動及び昇降が行われる。又、エアポンプ、
空圧制御弁、空圧レギュレータを含む空圧制御装置からの複数の空気配管がロータリジョ
イント及び中空の軸７の内部を通じて研磨ヘッド６のトップカバー８内へ通じている。
【００７７】
　研磨工程においては、研磨パッド５の上面に薬液供給装置（図示せず）から研磨薬液又
は研磨スラリーが滴下され、研磨ヘッド６はウェーハＷがパッド５の上面へ接触する高さ
まで下降されるとともに、プラテン２と研磨ヘッド６が夫々同一の方向へ回転駆動されて
ウェーハＷの被研磨面（下面）が研磨される。
【００７８】
　図２は研磨ヘッド６の研磨形状補正構造を説明するための解説図である。トップカバー
８の外周から下方へ延びる外周リング部９の下にリテーナリング１０が配置されており、
リテーナリング１０の内部に円盤状のキャリア１１が装着されていて、トップカバー８、
外周リング部９、リテーナリング１０、キャリア１１は軸７と一体的に回転駆動される。
【００７９】
　キャリア１１の底面には、同心円をなす環状溝である内側空気室１２、中間空気室１３
、外側空気室１４が形成されている。ここでは、キャリア１１の空気室を三つに分割して
いるが、二分割或いは四分割以上でもよい。内側空気室１２、中間空気室１３、外側空気
室１４の三つの空気室は、夫々キャリア１１の上面へ貫通する孔が形成されており、夫々
の孔は空気管路１５，１６，１７を通じて空圧制御装置（図示せず）へ接続され、個別に
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空気圧を制御される。尚、公知技術と同様にリテーナリング１０を昇降可能な状態に支持
し、空気圧によってリテーナリング１０の押し付け圧を制御してもよい。
【００８０】
　ここで、夫々の空気室の表面は柔らかいゴム材料で覆われている。例えば、ゴム材料と
しては、クロロプレンゴムやスチレンゴムなどが望ましい。又、軟らかい材料であっても
空気室が膨張した後、その膨張後に空気がなくなれば略完全に元の状態に回復する圧縮永
久歪の小さいゴム材料であることが望ましい。仮に、この空気室を覆う材料が硬質の可撓
性部材などを使用した場合、空気室に導入した圧力を忠実に反映されず、ウェーハを押圧
する基礎となる圧力状態を形成できない。よって、空気室内の圧力を忠実に伝達するため
には、空気室を覆う材料は極力弾性係数の小さいゴム材料が好適である。
【００８１】
　キャリア１１の底面には、三つの空気室１２，１３，１４の空気圧を直接受ける圧力デ
ィスク１８と被研磨材であるウェーハＷが装着されている。圧力ディスク１８とウェーハ
Ｗの直径はキャリア１１の直径と略等しく、外周面がリテーナリング１０の内周面に接触
して、リテーナリング１０の内周面とキャリア１１の底面とが形成する空間に保持される
。
【００８２】
　圧力ディスク１８は、シリコン素材の薄いウェーハＷよりも撓み剛性が高い樹脂又は金
属の板状部材であって、キャリア１１の底面に接触するように装着され、圧力ディスク１
８の底面にウェーハＷが重ね合わされる。
【００８３】
　圧力ディスク１８は、先程の空気室を覆うゴム材料とは大きく異なり、剛性の高い可撓
性部材が使用される。これは、空気室に導入された基礎となる圧力を緩和して、ウェーハ
Ｗに与えるためである。
【００８４】
　空気室では区画化して独立した圧力しか与えられないが、実際のウェーハＷに与える圧
力分布は滑らかな圧力分布を形成する必要がある。そのため、先程の夫々の空気室で形成
された基礎となる圧力分布状態を包絡するような機能を有する程度の剛性の高い可撓性部
材が好適に使用される。
【００８５】
　使用される材料として、例えば塩ビプレート（３ｍｍ程度の厚み）、アクリル板（３ｍ
ｍ程度の厚み）、ＳＵＳ板（１ｍｍ厚）などでよい。表面は硬質で圧力を受けても圧縮変
形するものではなく、撓み変形するような母材を使用する。
【００８６】
　図２（ａ）に示すように、外側空気室１４、中間空気室１３、内側空気室１２に印加す
る空気圧を夫々ａ，ｂ，ｃとすると、圧力ディスク１８の外側空気室１４、中間空気室１
３、内側空気室１２に対応する三箇所の部位は、夫々ａ，ｂ，ｃの空気圧を受け、その直
下のウェーハＷをａ，ｂ，ｃの圧力分布に応じて研磨パッド５へ押し付ける（ただし、圧
力ディスク１８の剛性により空気圧ａ，ｂ，ｃよりも減衰した圧力）。
【００８７】
　その結果、空気室の壁の部分、即ち、区画化した境界の部分においては、圧力がかから
なくなるため、ウェーハＷに与えられる圧力分布としては連続した滑らかな分布にならず
、図３（ｂ）に示すように多少くびれた形状になる。
【００８８】
　このとき、ウェーハキャリア１１の各空気室１２，１３，１４を区画する隔壁の直下の
位置では、圧力ディスク１８が有する剛性により隔壁の片側の空気圧から他方の側の空気
圧へ遷移する圧力がかかり、ウェーハ全体としては滑らかな圧力分布となる。例えばａ＜
ｂ＜ｃの関係で空気圧を供給した場合の圧力分布グラフを図２（ｂ）に示す。
【００８９】
　圧力ディスク１８を入れた場合では、夫々の空気室における圧力分布形態を包絡するよ
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うな形態に圧力の分布が緩和される。
【００９０】
　空気室の圧力分布は、個別の圧力を形成するため、夫々独立した圧力を導入し、結果と
して不連続な圧力分布しか形成されないが、圧力ディスク（可撓性のプレート）を挿入す
ることによって、部材の撓み剛性の作用によって圧力が緩和されるようになり、ａとｂ、
ｂとｃの間の圧力が滑らかに遷移する。尚、空気圧ａ，ｂ，ｃの設定はウェーハＷの面状
態に応じて任意に設定するものであって、図２（ｂ）の例は一例である。
【００９１】
　図２（ａ）の実施形態から圧力ディスク１８を除いた状態を図３（ａ）に示す。これは
従来の空気室を半径方向で分割した構成と同一の状態である。この状態で図２と同様に外
側空気室１４、中間空気室１３、内側空気室１２に夫々ａ，ｂ，ｃの空気圧を供給すると
、ウェーハＷの各空気室１２，１３，１４へ対応する部分は、夫々ａ，ｂ，ｃの空気圧を
受け、ａ，ｂ，ｃの圧力分布に応じて研磨パッド５へ押し付けられるが、ウェーハＷが各
空気室１２，１３，１４の圧力ａ，ｂ，ｃに応じて撓むことにより、キャリア１１の各空
気室１２，１３，１４を区画する隔壁の直下の位置では、研磨ヘッド６の下降圧力以上は
かからない。
【００９２】
　そのため、隔壁の直下の位置では、圧力分布形態がくびれた状態になる場合や、たとえ
隔壁の幅を殆ど０としたとしても、階段状の圧力分布となって滑らかな圧力分布の形態を
得られるものではない。
【００９３】
　例えば、図２（ａ）と同様にａ＜ｂ＜ｃの関係で空気圧を供給すると、図３（ｂ）に示
すように、隔壁の直下の位置では殆ど圧力がかからないため、隔壁の直下の位置では外側
空気室１４、中間空気室１３、内側空気室１２の直下位置のようには研磨が進行せず研磨
不足となり、この部分が環状に残って段差となる。
【００９４】
　以上は、請求項１～３記載の発明の実施の形態についての説明であるが、ウェーハＷに
押し付け圧力を付与するにあたって、空気圧を直接又は柔軟な樹脂シートを介してウェー
ハＷを押す従来の構成とは異なり、ウェーハＷよりも剛性の高い圧力ディスク１８を介し
てウェーハＷに圧力を加えるので、複数の同心円の圧力空気室への空気圧を制御して研磨
する機械構成において、空気室間の圧力の不連続性を解消でき、空気室間の隔壁部分での
研磨不足を解消できる。
【００９５】
　請求項４記載の発明の実施例は、圧力ディスク１８（可撓性プレート）の下面には軟質
の保護フィルム（図示せず）が装着される。これは、圧力ディスク１８は先に述べたよう
に硬質部材を使用しているため、その母材がウェーハＷに当接するとウェーハＷ裏面を傷
つけるからである。よって、圧力ディスク１８の表面にはウェーハＷに当接してもウェー
ハＷを傷つけないような部材を使用するのが望ましい。
【００９６】
　例えば、市販のウェーハマウント材やスウェードタイプのパッキングフィルム材料など
が好適に使用される。又、保湿性のよいＰＶＡスポンジなどのポーラス材料などであって
もよい。
【００９７】
　更に又、請求項５記載の発明は、図４に示すように圧力ディスク１８や保護フィルムの
表裏を貫通する吸引孔１９，１９…が設けられており、該吸引孔１９，１９…を介してウ
ェーハＷを圧力ディスク１８へ吸着させる。ウェーハＷは、研磨前ウェーハＷを搬送する
際に、この吸引孔１９，１９…からエアーと共にウェーハＷを吸い込むことで圧力ディス
ク１８上の軟質部材表面に減圧吸着される。これによって、ウェーハＷを搬送系から研磨
部分へ該ウェーハＷを研磨ヘッド６に吸着した状態で搬送することが可能となる。
【００９８】
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　又、リテーナリング１０内へ装着されている圧力ディスク１８は着脱が可能であり、容
易に交換や機器のメンテナンスが行える。
【００９９】
　又、請求項６および７記載の発明は、図５に示すように、上記圧力ディスク１８（可撓
性プレート）は更に別に設けられた可撓膜２０に貼付け装着されている。該可撓膜２０に
使用される材料は、たとえばＰＦＡシート（０．３ｍｍ厚）やＰＥシート（０．５ｍｍ）
などが好適である。圧力ディスク１８と比較して該可撓膜２０は比較的、軟質もしくは薄
手の材料が使用される。
【０１００】
　これは、圧力ディスク１８は、ウェーハＷ面内の個々の設定圧力を包絡した機能を果た
すのに対して、該可撓膜２０はウェーハエッジ部の圧力変化を緩和し、エッジ部付近の研
磨形状を連続かつ均一にすることが目的であるからである。
【０１０１】
　仮に、圧力ディスク１８だけでエッジまで構成すると、エッジ部分に対して応力が集中
しやすくなる。特にウェーハＷが存在する領域と存在しない領域の境界部分で、局所的な
応力がエッジ部に作用し、その結果ウェーハＷはエッジ部分での過剰研磨を引き起こす。
それを少しでも緩和するために、エッジ部については薄手の可撓膜２０の撓み性を利用し
て、圧力変化を緩和することによって滑らかなエッジ形状を得ることが可能となる。
【０１０２】
　又、図２に示すように請求項８記載の発明は、この圧力ディスク１８を取り付けた前記
可撓膜２０は、更にリテーナリング１０に挟持される。それにより次の作用効果が得られ
る。
【０１０３】
　従来のようにキャリア１１に可撓膜２０を取り付けた場合、キャリア１１の周りにはウ
ェーハＷ周囲を保護するリテーナリング１０が存在するため、可撓膜２０を急激に折り曲
げて取り付ける必要があった。該可撓膜２０を急激に折り曲げてキャリア１１に取り付け
る場合、折り曲げた部分で応力が蓄積され、その結果、その折り曲げた部分に対応するウ
ェーハエッジ部分が、局所的に過剰な応力を受けて過剰に研磨される問題があった。
【０１０４】
　それに対して、圧力ディスク１８を貼付けた該可撓膜２０をリテーナリング１０部分に
取り付けることにより、可撓膜２０を略水平状態でウェーハＷ外周部まで引き伸ばすこと
が可能となる。更に、可撓膜２０を保持する支点を、ウェーハエッジより少しはなれた部
分に設定することが可能となるため、ウェーハＷ領域に対応する可撓膜２０部分は急激な
折り曲げなどによる形状変化がなく、滑らかに変形してウェーハエッジ部の圧力分布が形
成される。
【０１０５】
　請求項９記載の発明は図１に示す上記ウェーハ研磨装置において、複数の押圧部分を包
絡する圧力ディスク１８はさらに剛性の低い可撓膜２０に取り付けられ、その可撓膜２０
はウェーハＷの外周を保護するリテーナリング１０に対して張力を設定して固定され、該
リテーナリング１０は、ウェーハＷを押圧するキャリア１１と独立した加圧機構を有する
。リテーナリング１０の加圧により可撓膜２０の外周部に圧力が与えられ、ウェーハエッ
ジ部の圧力を変化させることが可能となる。
【０１０６】
　請求項１０記載の発明は、図６（ａ）に示すようにウェーハＷ吸着の際には、剛性の低
い可撓膜２０はキャリア１１の外周部の間で可撓膜２０がキャリア１１外周に巻き付く形
でシールし、ウェーハＷを吸着搬送することが可能となる。
【０１０７】
　一方、同図（ｂ）に示すように、ウェーハＷ研磨時にはキャリア１１から供給される圧
力エアーによって剛性の低い可撓膜２０を介してウェーハＷを押圧するとともに、キャリ
ア１１とその可撓膜２０との間でエアー層を形成するため、安定して一様な圧力分布をウ
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ェーハＷに与えることが可能となる。
【０１０８】
　又、供給された余剰のエアーは、キャリア１１外周部と可撓膜２０との間の部分から外
部へ抜け出す。これにより、連続的に供給されるエアーの下でウェーハＷ裏面をエアー層
を介して押圧することが可能となる。
【０１０９】
　以上から、ここでは可撓性膜とキャリアヘッドの外周部は弁構造になる。
【０１１０】
　次に請求項１１記載の発明は、ウェーハＷを保持する研磨ヘッド６を備え、研磨ヘッド
６が保持したウェーハＷをプラテン２上の研磨パッド５の表面へ押し付け、プラテン２と
研磨ヘッド６を夫々相対的に運動させてウェーハＷを研磨するウェーハ研磨装置であって
、研磨ヘッド６の底面であるウェーハ装着面に複数のウェーハ押圧部分を配置し、複数の
前記押圧部分に空気を供給してその空気圧により前記複数の押圧部分が独立して変位する
機構を有し、その複数の押圧部分を包絡するように撓み性を有する圧力ディスク１８を装
着し、複数の押圧部分に異なる段階状の押圧力を与えるとともに、複数の押圧部分を包絡
する圧力ディスク１８によって段階状の押圧力を緩和することによって、ウェーハＷに滑
らかな圧力分布を与える。
【０１１１】
　尚、この発明は上記の実施形態に限定するものではなく、この発明の技術的範囲内にお
いて種々の改変が可能であり、この発明がそれらの改変されたものに及ぶことは当然であ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】ウェーハ研磨装置の斜視図。
【図２】（ａ）本発明のウェーハ研磨装置の研磨ヘッドの縦断面図、（ｂ）ウェーハにか
かる半径方向の圧力分布グラフ。
【図３】（ａ）図２の研磨ヘッドから圧力ディスクを除いた状態の縦断面図、（ｂ）ウェ
ーハにかかる半径方向の圧力分布グラフ。
【図４】図２の研磨ヘッドに装着した圧力ディスクの平面図。
【図５】図２の研磨ヘッドに装着した圧力ディスク上面に可撓膜を装着し、ウェーハを吸
着した状態を示す参考図。
【図６】（ａ）図２の研磨ヘッドに装着した圧力ディスク上面に可撓膜を装着し、ウェを
吸着した状態を示す断面図、（ｂ）上記（ａ）からウェーハを圧力エアを押圧した状態を
示す断面図。
【符号の説明】
【０１１３】
　　１　　　　　ウェーハ研磨装置
　　２　　　　　プラテン
　　３　　　　　プラテン駆動モータ
　　４　　　　　回転駆動機構
　　５　　　　　研磨パッド
　　６　　　　　研磨ヘッド
　　７　　　　　軸
　　８　　　　　トップカバー
　　９　　　　　外周リング部
　１０　　　　　リテーナリング
　１１　　　　　キャリア
　１２　　　　　内側空気室
　１３　　　　　中間空気室
　１４　　　　　外側空気室
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　１５，１６，１７　　空気管路
　１８　　　　　圧力ディスク
　１９　　　　　吸引孔
　２０　　　　　可撓膜
　　Ｗ　　　　　ウェーハ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】
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